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原告団ニュース原告団ニュース
オ
ン
資「
義
務
化
」撤
回
訴
訟　

第
六
回
口
頭
弁
論

保
険
証
廃
止
前
に
判
決
を

保
険
証
廃
止
前
に
判
決
を

反
論
（
準
備
書
面
）
が
示
さ
れ

た
。
弁
護
団
に
加
え
、
全
国
か

ら
集
結
し
た
原
告
17
人
が
原
告

席
で
審
理
に
臨
み
、
約
40
人
が

傍
聴
し
た
。

　

政
府
が
現
行
の
健
康
保
険
証

発
行
を
停
止
す
る
２
０
２
４
年

12
月
２
日
ま
で
に
判
決
を
得
ら

れ
る
よ
う
、
原
告
は
６
月
中
に

反
論
の
準
備
書
面
を
提
出
し
、

第
七
回
口
頭
弁
論
は
２
０
２
４

年
７
月
９
日
に
１
０
３
号
法
廷

で
開
か
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。

　

原
告
側
は
、
健
康
保
険
法
70

条
１
項
が
省
令
（
療
養
担
当
規

則
）
に
委
任
し
て
い
る
の
は
、

あ
く
ま
で
「
療
養
の
給
付
」
で

あ
り
、
同
法
の
規
定
か
ら
資
格

確
認
を
保
険
医
療
機
関
等
に
義

イ
ン
資
格
確
認
の
義
務
化
は
委

任
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
と

指
摘
し
た
。

　

一
方
国
は
、
同
項
が
、
資
格

確
認
を
含
め
、
保
険
医
療
機
関

等
が
療
養
の
給
付
を
担
当
す
る

に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
一
連

の
行
為
や
必
要
な
体
制
の
整
備

に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項

を
含
め
て
、
基
本
的
事
項
の
全

般
の
定
め
を
委
任
し
て
い
る
と

の
主
張
を
繰
り
返
し
た
。

国
の
反
論 

オ
ン
資
義
務
化

 

で
の
閉
院
事
例
を
軽
視

　

第
五
回
口
頭
弁
論
に
際
し
、

原
告
側
は
、
全
国
保
険
医
団
体

連
合
会
（
保
団
連
）
が
実
施
し

た
ト
ラ
ブ
ル
事
例
ア
ン
ケ
ー
ト

に
加
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
の
義
務
化
に
よ
っ
て
閉
院
に

追
い
込
ま
れ
た
医
師
お
よ
び
歯

科
医
師
に
よ
る
陳
述
書
を
証
拠

と
し
て
提
出
し
、「
国
民
の
生

活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄

準
備
書
面
の
中
で
こ
の
陳
述
書

に
は
触
れ
ず
、「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
義
務
化
に
伴
う
経

済
的
負
担
に
よ
っ
て
、
多
数
の

医
療
機
関
が
廃
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
な
ど
と
と
い
う
事
実
は

お
よ
そ
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の

主
張
を
繰
り
返
し
た
。

勝
訴
に
向
け
て
意
気
込
み
語
る

　

口
頭
弁
論
の
後
、
原
告
団
は

航
空
会
館
で
記
者
・
原
告
説
明

会
を
行
い
、
全
国
か
ら
約
50
人

（
う
ち
原
告
約
20
人
、
メ
デ
ィ

ア
５
社
）
が
参
加
し
た
。

　

坪
田
有
史
原
告
団
副
団
長

（
東
京
歯
科
協
会
会
長
）
は
、

「
健
康
保
険
証
に
よ
る
資
格
確

認
に
、
医
療
機
関
も
患
者
も
不

便
を
感
じ
て
い
な
い
の
に
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
義
務
化

し
た
こ
と
に
憤
り
を
感
じ
て
い

る
。
勝
訴
に
向
け
て
、
本
訴
訟

の
重
要
性
を
広
範
に
伝
え
て
い

き
た
い
」
と
挨
拶
し
た
。

　

続
い
て
、
住
江
憲
勇
医
師

（
保
団
連
名
誉
会
長
）、
宇
佐

美
宏
歯
科
医
師
（
保
団
連
歯
科

代
表
・
副
会
長
、
千
葉
協
会
副

会
長
）、
黒
田
康
之
歯
科
医
師

記者会見・原告説明会の様子（2024年 5月22日、航空会館）

坪田有史原告団副団長 喜田村洋一弁護団長

須田昭夫原告団長

２
面
に
続
く

　

５
月
22
日
、「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
義
務
不
存
在
確
認
等

請
求
訴
訟
」（
以
下
、
本
訴

訟
）
の
第
六
回
口
頭
弁
論
が
東

京
地
裁
（
岡
田
幸
人
裁
判
長
）

で
開
か
れ
、
国
か
ら
３
度
目
の

務
付
け
る
内
容
の
省
令
を

制
定
す
る
こ
と
を
委
任
す

る
授
権
の
趣
旨
が
、
規
制

の
範
囲
や
程
度
等
に
応
じ

て
明
確
に
読
み
取
れ
る
こ

と
は
な
い
。
仮
に
委
任
が

あ
る
と
し
て
も
、
オ
ン
ラ

与
す
る
」（
健
康
保

険
法
１
条
）
と
い

う
、
授
権
法
の
趣
旨

・
目
的
に
反
す
る
事

態
が
現
に
生
じ
て
い

る
点
を
強
調
し
た
。

　

し
か
し
、
国
は
、



意
気
込
み
等
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

喜
田
村
洋
一
弁
護
団
長
は
、

「
健
康
保
険
証
の
発
行
停
止
ま

で
に
勝
訴
判
決
を
得
ら
れ
る
よ

う
、
準
備
書
面
の
作
成
に
取
り

組
み
た
い
」
と
決
意
を
述
べ

た
。

　

須
田
昭
夫
原
告
団
長
は
、

「
日
本
の
医
療
や
患
者
・
医
療

機
関
を
守
る
た
め
、
勝
訴
に
向

け
て
邁
進
し
た
い
」
と
結
ん

だ
。

　第７回口頭弁論は東京地裁の１０３号法廷（大法廷）で開かれます。勝訴に向けて裁判所に関心の高さを示
すために、多数のご参加をお願いします。口頭弁論終了後には、記者会見・原告説明会を開催します。ぜひ併
せてお越しください。

◆第７回口頭弁論（オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟）
【日 時】　７月９日（火）11：30から10～ 15分程度
【会 場】　東京地方裁判所 103号法廷（※下図参照）
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
※ 原告の先生方は法廷の原告席または傍聴席で傍聴をお願いします。
　 手荷物検査を受けた後、弁論開始時刻までに103号大法廷に余裕をもって、入室してください。

◆記者会見兼原告への説明会
【日時】  ７月９日（火）12：00～ 14：00
【場所】  法曹会館　高砂の間（下図参照）
〒100-0013　東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
※弁護団からの解説後、記者からの質疑応答、および、原告からのざっくばらんな質問にお答えいたします。

１
面
か
ら

第７回口頭弁論・記者会見兼説明会のご案内第７回口頭弁論・記者会見兼説明会のご案内

【問合せ】原告団事務局　東京保険医協会内 訴訟ワーキンググループ担当　☎03-5339-3601

（
岩
手
協
会
副
会
長
）、
岡
野

久
医
師
（
千
葉
協
会
会
長
）、

橋
本
健
一
歯
科
医
師
（
東
京
歯

科
協
会
理
事
）、
藤
田
倫
成
医

師
（
神
奈
川
協
会
理
事
）、
高

本
英
司
医
師
（
大
阪
協
会
副
理

事
長
、
保
団
連
監
査
）
か
ら
各

保
険
医
協
会
で
の
オ
ン
資
を
理

由
と
し
た
廃
院
が
相
次
い
で
い

る
実
態
や
、
本
訴
訟
に
か
け
る

訴訟の経過編 資料編

当日の様子

※
左
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
「
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存

在
確
認
等
請
求
訴
訟
」
の
関
連

資
料
（
訴
状
、
答
弁
書
、
被
告

準
備
書
面
、
原
告
準
備
書
面
、

原
告
団
ニ
ュ
ー
ス
等
）
を
閲
覧

で
き
ま
す
。

※
記
者
会
見
・
原
告
説
明
会
の

様
子
は
こ
ち
ら
か
ら
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
（
録
画
・
編
集
：
こ

ば
と
通
信
）。


